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１
食
費
及
び
居
住
費
の
負
担
の
見
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し
の
概
要

（
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）
療
養

病
床

に
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す
る
７
０
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以
上

（
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５
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の
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者
（
標
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生
活
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養

費
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し
て
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現
行
の
入
院
時
食
事
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養
費
は
、
入
院
時
食
事
療
養
の
基
準
額
（
日
額
１
，
９
２
０
円
）
か
ら
標
準
負
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（
一
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得
で

日
額
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８
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を
控

除
し
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額

を
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時

食
事
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養

費
と
し
て
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２
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所
得
の
状
況
」
を
し
ん
酌
し
て
標
準
負
担
額
を
軽
減
す
る
者

低
所

得
者

Ⅱ
（
住

民
税

非
課

税
世

帯
）

－
３
．
０
万

円

＜
低

所
得

者
の

標
準

負
担

額
＞

低
所

得
者

Ⅰ
②

（
年

金
受

給
額

８
０
万

円
以

下
等

）
－

２
．
２
万

円
介

護
保

険
と
同

じ
水

準
低

所
得

者
Ⅰ

①
（
老

齢
福

祉
年

金
受

給
者

）
－

１
．
０
万

円

３
「
病
状
の
程
度
」
、
「
治
療
の
内
容
」
を
し
ん
酌
し
て
標
準
負
担
額
を
軽
減
す
る
者

入
院
医
療
の
必
要
性
の
高
い
状
態
（
人
工
呼
吸
器
、
中
心
静
脈
栄
養
等
を
要
す
る
状
態
や
脊
髄
損
傷
（
四
肢
麻
痺
が
見
ら

れ
る
状

態
）
、
難

病
等

と
い
っ
た
、
診

療
報

酬
上

の
医

療
区

分
２
又

は
３
の

状
態

）
が

継
続

す
る
（
※

）
患

者
及

び
回

復
期

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
に
入
院
し
て
い
る
患
者
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
と
同
額

の
食

材
料

費
相

当
の

負
担

額
と
す
る
。

※
①

医
療

区
分

２
又

は
３
の

状
態

が
改

善
し
て
、
医

療
区

分
１
の

状
態

に
な
っ
た
場

合
は

、
そ
の

日
か

ら
軽

減
し
な
い
。

②
医

療
区

分
１
の

状
態

が
悪

化
し
て
、
医

療
区

分
２
又

は
３
の

状
態

に
な
っ
た
場

合
は

、
状

態
悪

化
前

の
当

月
に
お
け
る
一

の
医

療
機

関
で
の

入
院

日
数

を
基

準
に
、
そ
れ

よ
り
も
長

い
日

数
の

間
、
そ
の

状
態

が
継

続
す
る
場

合
は

、
状

態
悪

化
前

の
入

院
日

数
を
超

え
た
日

か
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軽

減
す
る
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※
介
護
保
険
と
同
額

療
養
病
床
に
入
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す
る
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齢
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の
食
費
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負
担
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活
療
養
標
準
負
担
額
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が
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減
さ
れ
る
患
者

に
つ
い
て
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【
現

行
】
※
１

【
改
正
後
】
※
２

（
参

考
）
介

護
保

険

現
役
並

み
所
得
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７
８
０
円

【
２
６
０
円
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１
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３
８
０
円
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３
２
０
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４
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０
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２
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０
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＋
３
２
０
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４
６
０
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】
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，
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８
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円
＋
３
２
０
円
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円

【
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０
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６
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０
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＋
３
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円
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０
円
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０
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０
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０
０
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０
０
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０
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所
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所
得
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②
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）

医
療

保
険

に
お
け
る
食

費
の
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額

は
平

成
１
８
年

度
か

ら
の

一
食

単
位

化
前

の
負

担
額

（
注

２
）

【
】
は

一
食

単
位

の
負

担
額
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注

３
）

（
）
は

入
院

４
ヶ
月

目
以

降
の

負
担

額
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注

４
）

低
所

得
者

Ⅰ
①

の
区

分
は

、
老

齢
福

祉
年

金
受

給
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を
対

象
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し
、
低

所
得

者
Ⅰ

②
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区
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は
、
現

行
の

低
所

得
者

Ⅰ
の

う
ち
そ
れ

以
外

の
者

を
対

象
と
す
る
。

※
２

難
病

等
の

患
者

の
負

担
は

現
行

の
食

材
料

費
相

当
額

※
１

居
住

費
負

担
は

な
く
、
食

費
負

担
は

食
材

料
費

相
当

額

食
費
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居

住
費

の
日

額
の

標
準

負
担

額
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・
産

休
中

の
間

、
１
日

に
つ
き
賃

金
の

６
割

相
当

額

を
支
給

・
賃

金
の

３
分

の
２
相

当
額

（
ボ
ー
ナ
ス
を
反

映
し
た

水
準

）
を
支

給

○
出
産
手
当
金

・
被

用
者

保
険

の
場

合
、
１
ヶ
月

の
賃

金
相

当
額

（
最

低
保

障
１
０
万

円
）
を
支

給
・

定
額

５
万

円
を
支

給

○
埋

葬
料

※
資

格
喪

失
後

６
ヶ
月

以
内

に
出

産
し
た
場

合
や

任
意

継
続

被
保

険
者

に
は

支
給

し
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
退

職
時

に
継

続
給

付
の

要
件

を
満

た
し
て
い
る
者

を
除

く
。
）

※
任

意
継

続
被

保
険

者
に
は

支
給

し
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
退

職
時

に
継

続
給

付
の

要
件

を
満

た
し
て
い
る
者

を
除

く
。
）

・
最

長
で
１
年

６
ヶ
月

間
、
１
日

に
つ
き
賃

金
の

６
割
相

当
額

を
支

給

・
賃

金
に
ボ
ー
ナ
ス
を
反

映
し
た
水

準
の

額
を
支

給
（
賃

金
の

３
分

の
２
相

当
額

）

○
傷
病
手
当
金

・
３
０
万

円
・

３
５
万

円
に
引

上
げ

○
出
産
育
児
一
時
金

【
現

行
】

【
見
直

し
後

】 【
平

成
１
８
年

１
０
月

～
】

【
平

成
１
９
年

４
月

～
】

【
平

成
１
９
年

４
月

～
】

【
平

成
１
８
年

１
０
月

～
】

※
埋

葬
料

（
家

族
埋

葬
料

）
付

加
金

に
つ
い
て
は

、
平

成
１
８
年

度
中

は
現

行
基

準
で
の

給
付

を
認

め
る
こ
と
と
す
る
。

現
金

給
付

の
見

直
し
に
つ
い
て
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 出産育児一時金の受取代理について 
 
 
 

新 し い 少 子 化 対 策 に つ い て（抄）  
 
       平成１８年６月２０日 

政 府 ・ 与 党 
 
 
２ 新たな少子化対策の推進 
 
（１） 子育て支援策 
 
Ⅰ 新生児・乳幼児期（妊娠・出産から乳幼児期まで） 
 

出産費用の負担軽減（①から③の施策）を図り、安心して出産できる 
環境整備を推進するとともに、子どもが乳幼児期にある子育て家庭を支

援する。 
 
① 出産育児一時金の支払い手続きの改善 
② 妊娠中の健診費用の負担軽減 
③ 不妊治療の公的助成の拡大 
④ 妊娠初期の休暇などの徹底・充実 
⑤ 産科医等の確保等産科医療システムの充実 
⑥ 児童手当制度における乳幼児加算の創設 
⑦ 子育て初期家庭に対する家庭訪問を組み入れた子育て支援ネット 
ワークの構築 
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分
娩

か
ら
出

産
育

児
一

時
金

の
支

給
ま
で
（
現

行
）

保
険
者

被
保
険
者

医
療
機
関

①
分
娩

①
分
娩
行
為

②
分
娩
費
請
求

④
出
産
育
児
一
時
金

を
請
求

⑤
出
産
育
児
一
時
金

を
支
給

③
分
娩
費
支
払
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妊
娠

か
ら
出

産
育

児
一

時
金

に
よ
る
精

算
ま
で
（
改

善
案

）

保
険
者

被
保
険
者

医
療
機
関

①
妊

娠
、
⑧

分
娩

⑧
分
娩
行
為

⑨
分
娩
費
請
求
書
及
び
出
生
証
明
書
類
の
交
付

⑪
差
額
支
給
（
分
娩
費
が
出
産

育
児

一
時

金
を
下

回
る
場

合
）

③
②
の
請
求
書
の

様
式
交
付

（
※

１
）

④
請
求
書
の
受
取
代
理
欄
の
記
入
依
頼

⑥
の

事
前

申
請

は
、
出

産
予

定
日

ま
で
１
ヶ
月

以
内

で
あ
る
こ
と
を
要

件
と
す
る
。
（
現

行
の

出
産

費
貸

付
制

度
を
参

考
）

※
２

②
分
娩
費
の
支
払
を
出

産
育

児
一

時
金

の
支

給
に
よ
っ
て
精
算
す
る

た
め
医

療
機

関
が

一
時
金
を
受
取
代
理
す
る

欄
を
設

け
た
請

求
書

の
様

式
交

付
の

申
請

⑤
④
を
記
入
後
交
付

（
※

１
）

⑥
出
産
育
児
一
時
金

の
事

前
申

請
（
※

２
）

差
額

支
払

い
（
分

娩
費

が
出

産
育

児
一

時
金

を
上

回
る
場

合
）

⑩
出

産
育

児
一

時
金

（
分

娩
費

請
求

額
（
上

限
３
５
万

円
）
）
を
支

給

※
１

③
及

び
⑤

の
交

付
に
当

た
っ
て
、
事

実
上

保
険

者
及

び
医

療
機

関
の

同
意

を
得

る
こ
と
と
な
る
。

⑨
分
娩
費
請
求
書
及

び
出
生
証
明
書
類

の
写

し
を
送

付

⑦
申

請
を
受

け
付

け
た

こ
と
の

連
絡
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健康保険    出産育児一時金請求書（事前申請用） 被保険者 
家  族 

 

被保険者 
（請求者） 
の氏名 

被 

保 

険 

者 

が 

記 

入 

す 

る 

と 

こ 

ろ 

被保険者証の記号・番号 生 年 月 日 

  

（フリガナ） 

            ○印

事
業
者
の 

名 称 

所在地 
（フリガナ） 被保険者 

（請求者）  の住所 

被扶養者が出産する

ための請求であると

きは、その者の   

生 年 月 日 氏     名 

名 称 入院する医療機関の 

所在地 

金融機関名 店名 預金種別 

被保険者に対する支払金融機関の欄 

    

口 座 番 号 

 甲（        ）は、乙（        ）を代理人と定め、次の権限を委任する。 
 甲が請求する出産育児一時金のうち、乙が甲に対して出産に関し請求する費用の額（上限３５万円）の受領に関するこ

と。 
     平成  年  月  日 
        甲（被保険者）の住所 
                氏名                  ○印  
        乙（代 理 人）の住所 
                氏名                  ○印  

受
取
代
理
人
の
欄 受取代理人に対する支払金融機関の欄 

金融機関名 店名 預金種別 口 座 番 号 
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 ７０歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化について 

 

○現状 

７０歳未満の被保険者等が、医療機関において受診し、１ヶ月の自己負担額

が自己負担限度額（高額療養費算定基準額）を超えたときは、窓口で自己負担

額を支払った上で、保険者に高額療養費の支給申請を行う必要がある。保険者

は支給申請を受け、レセプトとの突合・内容審査を行ったうえ、後日高額療養

費を支給している。 

 これに対し、７０歳以上の高齢者については、平成１４年の自己負担定率化

に伴う高額医療費制度の導入に際して、窓口で支払う金額が急増しないよう、

一医療機関ごとの入院に係る高額医療費については現物給付化が行われている。 

 

○今回の改正事項 

・ ７０歳未満の被保険者等の入院に係る高額療養費についても、現在の７０歳

以上の取扱いに合わせ現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払いを自

己負担限度額にとどめることとする。 
・ 現物給付化するにあたっては、あらかじめ保険者に申請して自己負担限度額

に係る認定証を交付されていることを要件とする。 
 

○実施時期 

・ 平成１９年４月から実施 

 
○現物給付化のスキーム 

 高額療養費の自己負担限度額は、所得により複数の区分があることから、医

療機関窓口でその区分を明らかにするため、被保険者の申請により高額療養費

自己負担限度額の適用認定証を交付し、医療機関窓口で提出させることにより

現物給付を行う。 

 市町村民税非課税世帯（低所得者）には、現行の「標準負担額減額認定証」

に代えて「限度額適用・標準負担額減額認定証（仮称）」を交付。上位所得者

及び一般区分者には、新たに「限度額適用認定証（仮称）」を交付する。 

 平成１８年８月から平成１９年３月までの間に交付される「標準負担額減額

認定証」については、経過措置により平成１９年７月まで「限度額適用・標準

負担額減額認定証」の効力を持たせる。 
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改正前と改正後の比較 

  

区  分 １９年３月まで １９年４月より 

上    位 

所 得 者 

  

 

 

 

被保険者証 

被保険者証 

限度額適用認定証 

一    般 

  

 

 

被保険者証 
被保険者証 

限度額適用認定証 

 

低所得者 

（市町村民税非課税） 

 

 

 

被保険者証 被保険者証 

限度額適用・ 

標準負担額 

減額認定証 

標準負担額減額認定証

 

認定証の交付から高額療養費現物給付化までの流れ  

②認定証交付

①認定証交付申請

保 険 者 被保険者 

④療養の給付 

③被保険者証・

認定証提出 

⑤自己負担 

限度額支払 

⑧診療報酬・ 

高額療養費支払
⑦診療報酬・ 

高額療養費請求 

医療機関  

⑨診療報酬・高額療養費支払

⑥診療報酬・高額療養費請求

審査支払機関 

－9－



７０歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化の仕組み 

 

 
被保険者 

 

 

 

①医療機関受診（入院） 

②限度額適用認定証の交付申請 

保険者 

 

 
③限度額適用認定証の交付 

被保険者 
 

 

 

 

 

 

④医療機関は、限度額適用認定証を確認の上で、医療費の自

己負担分のうち自己負担限度額を本人から徴収すると共に、

自己負担限度額を超える部分（現物給付の高額療養費相当

分）については、レセプトにその旨を表示し審査支払機関に

請求 

医療機関 

請求

審査支払機関

 

請求 

 

 

⑤審査支払機関は、現物給付の高額療養費相当分と療養の給

付分を保険者に請求 
保険者 

支払 

 

 

⑥保険者は、現物給付の高額療養費相当分と療養の給付分を

審査支払機関に支払 審査支払機関

 

支払 

 

 

⑦審査支払機関は、現物給付の高額療養費相当分と療養の給

付分を医療機関に支払 医療機関 
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